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令和７年度 倉敷市教育委員会 

倉敷市立倉敷支援学校 実習助手（会計年度任用職員） 

任用試験受験案内 

令和８年２月１２日 

倉敷市教育委員会 

 

令和８年４月１日から、倉敷市立倉敷支援学校に勤務する実習助手（会計年度任用職員）の任用試験を

次のとおり実施します。 

 

受付期間  令和８年２月１３日（金）～ 令和８年２月２４日（火） 

ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

      （郵送による場合は令和８年２月２４日（火）必着） 

 

 

１ 任用予定人員及び職務概要 

試 験 区 分 任用予定人員 職    務    概    要 

実習助手 １名 
倉敷市立倉敷支援学校での実習助手業務（農業） 

授業の補助、授業準備、事務的作業等 

 

２ 受験資格 

(1) 次の要件を満たす人が、応募することができます。年齢は問いません。 

受 験 資 格 

・普通以上の自動車運転免許を有している人（令和７年３月末までに取得） 

・農業の経験がある人 

・体力に自信がある人 

 

※ 外国籍の人の任用については、上記の資格に加えて、次のいずれかに該当することが必要です。 

・出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）に定められている永住者 

・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法 

律第７１号）に定められている特別永住者 

(2) 次に該当する人は、任用できません。 

①令和８年２月１６日現在倉敷市教育委員会実習助手(会計年度任用職員)として任用されている人 

（ただし令和８年３月３１日で選考による再度任用の上限に達する人は申し込むことができます。） 

②地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当する人。欠格条項は次のとおりです。 

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの  

人 

・倉敷市の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、法第６０条から第６３条までに規定する罪を犯

し刑に処せられた人 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破棄すること

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 
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３ 受験申込書等の入手方法（郵便、電話、Ｅメールでの受験申込書等の送付請求はできません。） 

インターネットで 

出力する場合 

次のホームページアドレスにアクセスし、注意事項に従い、受験申込書をＡ４用

紙にプリントアウトし、使用してください。 

 子育て＞倉市教委＞教員に関する情報＞倉敷支援学校 実習助手 

直接取りに 

行く場合 
＜配布場所＞ 市役所本庁舎９階教育委員会学事課 

 

４ 受験申込みの方法 

申 込 先 

問い合わせ先 

〒７１０－８５６５ 

倉敷市西中新田６４０番地 

倉敷市教育委員会学事課   ＴＥＬ（０８６）４２６－３８２５ 

提 出 書 類 

受験申込書（Ａ４サイズ） 

※受験申込書に写真を貼って提出してください。 

※写真は、申込日前６か月以内に撮影の脱帽、上半身で、縦４㎝・横３㎝です。 

受

付

期

間 

窓口での 

申込みの場合 

令和８年２月１３日（金）～ 令和８年２月２４日（火） 

（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

受付時間 ８時３０分～１７時１５分 

郵送での 

申込みの場合 

封筒の表に「受験申込」と朱書きしてください。（特定記録郵便等の郵送の状態

が記録される郵便が望ましいです。普通郵便での事故が発生した場合の責任は

負いません。） 

令和８年２月２４日（火）必着 

※ 受験申込上の注意事項 

・ 受験申込書は、必ず自書してください。提出された書類は返却できません。 

・ 記入にあたっては、記入もれがないようご注意ください。 

 

５ 試験の内容 

 科 目 内             容 

書類審査  受験申込書による審査 

口述試験  集団または個人面接 

  （注）詳しい試験内容についての問い合わせにはお答えできません。 
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６ 試験及び合格発表の日程 

区  分 日 時 等 備  考 

試 験 日 

令和８年２月２６日（木）１６時～１７時 

※受付期間が終了次第、日程を電話でお伝えしま

す。 

受付場所 

倉敷市役所本庁舎９階 

※「１０ 試験会場」を参照 

合格発表 令和８年３月上旬頃 
倉敷市ホームページ（学事課） 

※合格者のみに合格通知を送付 

   

７ 試験当日用意するもの 

 ・筆記用具 

 

８ 合格から任用まで 

(1)  任用期間は令和８年４月１日から令和９年３月３１日までです。ただし、任用日から１か月間（延

長の場合あり）は条件付採用となります。 

任用満了後、同一の職が設置される場合は、最長５会計年度を限度に、選考により再度任用する

場合があります。ただし、満６５歳に達した日の属する年度を越えての選考による再度の任用は

ありません。 

(2)  合格発表後、受験資格がないことまたは受験申込書の記載事項が正しくないことが判明した場合、

合格を取り消すことがあります。 

 

９ 身分及び報酬等 

(1)  身  分  一般職の会計年度任用職員 

(2)  勤務時間  原則として月曜日から金曜日までの週３０時間勤務 

１日の勤務時間は原則８時２０分～１６時までの所属長が指定する６時間（休憩時間を 

除く。） 

(3)  週休日等  週休日は土曜日、日曜日及び所属長が指定した日 

祝日法の定める休日及び年末年始の休日（１２月２９日～１月３日）があります。 

(4)  休  暇  年次有給休暇及び特別休暇（出産、忌引等に関する休暇）等があります。 

(5)  報  酬  月額１７８，３７４円 

※同一の職が設置され再度任用される場合、条件に応じて上位の号給で報酬が決

定されます。 

・期末手当が最大２．５２５月分支給されます。 

・勤勉手当が最大２．１２５月分支給されます。 

・所得税、社会保険料等が報酬から控除されます。 

・報酬の支払日は、月末締めの翌月１１日払いです。 

・条件に応じて通勤費相当額が別途支給されます。 

・その他の手当、退職金の支給はありません。 

         ※報酬等の勤務条件に関する条例・規則等の改正により、変更する場合があります。 

(6)  社会保険等 公立学校共済組合岡山支部管掌健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労働災害保険が

適用されます。 

(7)  そ の 他  守秘義務、信用失墜行為の禁止、服務の宣誓など地方公務員としての服務に関する

規定が適用され、違反した場合は、懲戒処分の対象となります。 
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１０ 試験会場 

   倉敷市役所本庁舎高層棟９階（倉敷市西中新田６４０番地） 

   徒歩・・・・倉敷駅から約２５分 

   バス・・・・倉敷駅前バスセンターから両備バス、下電バスで「市役所前」下車 

         駅からの所要時間約１０分 

自動車・・・下図（試験会場周辺拡大図）の受験者駐車場へ駐車（満車の場合は屋内駐車場へ） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（試験会場周辺拡大図）  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 試験会場  】 

倉敷市役所本庁舎  

高層棟９階  

国 道 ２ 号 線 

受験者 

駐車場① 

 

ロータリー 

進入禁止 

受験者駐車場 

（屋内駐車場） 

② 

ボウリング場等受験者駐車場以外の場所には、駐車しないこと。 

受験者駐車場が満車の場合は、屋内駐車場に駐車してください。 

バス停 


